
建設業に関する各種相談窓口

建設業に関する総合的な相談窓口

１ 建設業フォローアップ相談ダイヤル

TEL 0570-004976
E-mail：hqt-kensetugyou110@gxb.mlit.go.jp
※ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

【受付時間】10:00～12:00 ,13:30～17:00（土日、祝日、閉庁日を除く）

労務単価、品確法の運用方針、社会保険加入対策などの建設
業に関する様々な相談を総合的に受け付けます。

加えて、建設業法令遵守ガイドラインの内容や、取引に関する
法令上の規定などを確認したい場合の相談も受け付けます。

●

●

元請・下請間等の取引で「困ったことが起きたが、どうしたらよいかわからない」という方には、
その解決方法をアドバイスし、「どこに相談したら良いかわからない」という方には、相談先であ
る関係行政機関、紛争処理機関等をご紹介します。
●代金の支払を巡ってもめている。
●下請代金の支払時に減額処理されて困っている。
●一方的に下請代金を決められてしまった。
●建設業法に違反すると考えられる行為を受けている。 など

建設業の請負契約に関するトラブルの相談窓口

２ 建設業取引適正化センター

TEL 03-3239-5095
FAX 03-3239-5125
E-mail：tokyo@tekitori.or.jp

センター

東京

センター

大阪

TEL 06-6767-3939
FAX 06-6767-5252
E-mail：osaka@tekitori.or.jp

【受付時間】9:30～17:00（土日、祝日、閉庁日を除く）

相談料

無料

建設業フォローアップ相談ダイヤル［外部サイト］

建設業取引適正化センター
［外部サイト］

mailto:hqt-kensetugyou110@gxb.mlit.go.jp
mailto:tokyo@tekitori.or.jp
mailto:tokyo@tekitori.or.jp
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000058.html
https://tekitori.or.jp/pages/47/


相談料

無料

お住まいに関する相談窓口

４ 住まいるダイヤル

TEL 0570-016-100
※ナビダイヤルの通話料は発信者の負担と
なります。

【受付時間】10:30～17:00
（土日、祝日、閉庁日を除く）

住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定
を受けた住宅専門の相談窓口です。

新築住宅のほか、リフォーム工事などに関する幅広いご相談をお受けしています。
住宅に関する広い知識を備えた一級建築士が、専門的な見地からアドバイスします。

●住宅を新築する契約を結ぶときどんなことに気をつければいいんだろう・・・
●リフォームをしたいけど、いくらくらいかかるのかわからない・・・
●リフォーム工事を始めた後に、追加の工事費用が必要と言われた・・・
●新築した住宅で雨漏りがしてきたのに直してくれない・・・
●住宅の不具合について、事業者との話し合いがまとまらない・・・

建設業の請負契約における準司法機関

３ 建設工事紛争審査会

中央
TEL 03-5253-8111（内線24764）

・当事者の一方又は双方が大臣許可業者の場合
・当事者双方が建設業者で、許可行政庁が異なる場合

都道
府県

・一方のみが建設業者で知事許可業者の場合
・双方が建設業者で、許可した知事が同一の場合

●契約の解除に関する紛争
住宅の新築を注文した個人注文者が請負人に対して新築工事の請負契約の解除を求める紛争
●工事の瑕疵に関する紛争
自社ビルの修繕工事を注文した法人注文者が請負人に対して工事完成後に剥離した外壁タイ
ルの補修を求める紛争 など

連絡先はこちら

建設業に関する各種相談窓口

全国の建設工事紛争審査会
［外部サイト］

住まいるダイヤル
［外部サイト］

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000084.html
https://www.chord.or.jp/


法的トラブル解決のための総合案内所

５ 法テラス

TEL 0570-078374
※ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

※IP電話からは、03-6745-5600

【受付時間】9:00～17:00（土日、祝日、閉庁日を除く）

さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、わからないこ
とも多いはず。こうした問題解決への「道案内」。

●会社が給料を払ってくれない。●中古の家を買ったら雨漏りがひどい。
●隣の家から騒音が聞こえる。 ●弁護士に相談したいけど費用が払えない。など

労働問題における相談先

６ 労働基準監督署

●賃金、労働時間、解雇などの法令違反などについて相談したいとき
●事故、災害が発生したとき ●労災保険について相談したいとき

連絡先はこちら

【受付時間】8:30～17:15（土日、祝日、閉庁日を除く）

建設業に関する各種相談窓口

労働基準監督署の所在案内
［外部サイト］

法テラス［外部サイト］

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
https://www.houterasu.or.jp/

